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今回は、診療時の自己負担割合について説明したい。日本における自己負担割合は年齢によって異なり、

6 歳（義務教育就学前）までの被保険者は 2割が、6歳（義務教育就学後）以上 70歳未満の被保険者は 3

割が適用される。また、70歳以上 75歳未満の高齢者の場合は、平成 20年度以降、減額特例措置により 1

割に凍結していたが、平成 26年度 4月 1日以降段階的に見直しを行い、2割負担に全面移行することにな

った。具体的には、平成 26年 4月 1日までに 70歳の誕生日を迎えた場合は 1割、平成 26年 4月 2日以降

に 70歳の誕生日を迎えた場合は 2割が適用される。ただし、70歳～74歳までの高齢者の中でも一定以上

所得がある高齢者（平成 27 年度住民税課税標準額 145 万円以上の方）の場合は生年月日にかかわらず 3

割が適用される。75歳以上の高齢者の自己負担割合は、基本的に 1割であるが、一定以上所得者は 3割が

適用される。また、自治体においては子どもが医療機関で受診した場合に保険診療の範囲内で医療費の自

己負担金の全部又は一部を助成する制度が設けられている場合もある1。 

さらに、日本には高額療養費制度という仕組みもある。高額療養費制度とは、同一月（1 日から月末ま

で）に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた金額を

支給する制度である。高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、

医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組みであり、最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限

額」は、加入者が 70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられる2。  

2015年 1月からは、負担能力に応じた負担(応能負担)とする観点から、70歳未満の方の所得区分を細分

化し、自己負担限度額をきめ細かく設定する見直しが行われた。70歳未満高齢者の改正前後の所得階層別

自己負担限度額と 70歳以上の自己負担限度額の詳細は表 1と表 2の通りである。 

 

 

 

 

 

                                                   
1 対象年齢は自治体ごとに異なる。 
2 厚生労働省のホームページから引用。 
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表1  70歳未満の所得別自己負担限度額 

 

出所）厚生労働省保険局（2014）「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 

 

表2  70歳以上の所得別自己負担限度額 

 

出所）厚生労働省保険局（2014）「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 

 

  一方、韓国における医療費の自己負担割合は入院や外来により区分される。入院の場合の自己負担割合

は 20％が一括適用されることに比べて、外来の場合は、医療機関の所在地や種類により異なる自己負担割

合が適用されている。その詳細は表 3の通りである。 

 

 

 

 

 

 

所得区分
ひと月あたりの

自己負担限度額（円）

上位所得者
（年収約770万円～）

健保：標準報酬月額53万円以上
国保：年間所得（注1）600万円超

150,000＋
(医療費－500,000)×１% 

<多数回該当：83,400>

一般所得者
（上位所得者・住民税非課税
者以外）
３人世帯（給与所得者/夫婦子1
人の場合：年収約210万～約770
万円

80,100＋
(医療費－267,000)×１%

<多数回該当：44,400>

住民税非課税者
35,400

<多数回該当：24,600>

所得区分
ひと月あたりの

自己負担限度額（円）

年収約1,160万円～
健保：標準報酬月額83万円以上
国保：年間所得901万円超

252,600＋
(医療費－842,000)×１% 

<多数回該当：140,100>

年収約770～約1,160万円
健保：標準報酬月額53万～79万円
国保：年間所得600万～901万円

167,400＋
(医療費－558,000)×１% 
<多数回該当：93,000>

年収約370～約770万円
健保：標準報酬月額28万～50万円
国保：年間所得210万～600万円

80,100＋
(医療費－267,000)×１% 
<多数回該当：44,400>

～年収約370万円
健保：標準報酬月額26万円以下
国保：年間所得210万円以下

57,600
<多数回該当：44,400>

住民税非課税者
35,400

<多数回該当：24,600>

70
歳
未
満
（
注
１
）

【見直し前】（2014年12月診察分まで） 【見直し後】（2015年1月診察分から）

（注1）「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計額から基礎控
除（33万円）を控除した額（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。）のことを指す。

所得区分 １か月の負担の上限額（世帯）外来
（個人ごと）

現役並み所得者
（月収28万円以上などの窓口負担3割の方）

44,400円 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1%

一般 12,000円 44,400円

低所得者
（住民税

非課税の方）

Ⅱ（Ⅰ以外の方）

8,000円

24,600円

Ⅰ（年金収入のみの方の場合、
年金受給額80万円以下など、
総所得金額がゼロの方）

15,000円
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表3 韓国における診療時の患者自己負担割合 

 

出所）国民健康保険公団ホームページより筆者作成 

 

また、日本の高額療養費制度と類似の制度が 201３年から「本人負担上限制」という名前で実施されて

いる。本人負担上限額制度は、家計の医療費負担を減らす目的で導入され、1年間（1月 1日～12月 31日）

に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担総額が保険料額によって区分されている所得段階別

本人負担上限額を超えた場合、その超えた金額が国民健康保険公団から支給される制度である3。上限額は

毎年の物価上昇率が反映される。 

 

表4 所得段階別本人負担上限額 

 

出所）国民健康保険公団ホームページより筆者作成 

 

 

 

                                                   
3 日本のように年齢による区分はなく、保険料額によって所得水準を 7 段階に区分している。 

邑・面地域注2) 邑・面地域

上級総合病院

総合病院 医療費全額×45/100

（医療費全額－薬価全額）×

45/100＋（薬価全額）×

30/100

病院・歯科病院・漢

方病院・療養病院
医療費全額×35/100

（医療費全額－薬価全額）×

35/100＋（薬価全額）×

30/100

医療費全額 15,000ウォン以下 15,000ウォン超 15,000ウォン以下
投薬処方の場合

15,000～20,000ウォン

15,000ウォン超過

（投薬処方の場合

20,000ウォン超過）

65歳以上 1,500ウォン 医療費全額×30/100 1,500ウォン 2,100ウォン 医療費全額×30/100

65歳未満

保健所・保健地所・

保健診療所

薬局

その他

一般患者 医薬分業例外患者

洞地域
注2)

医療費全額×50/100

医療費全額×40/100

（医療費全額－薬価全額）×50/100＋（薬価全額×

30/100）

（医療費全額－薬価全額）×40/100＋（薬価全額）×

30/100

洞地域

(①診察料注1）全額＋②（医療費全額－診察料全額）)×60/100
（①診察料全額＋②（医療費全額－薬価全額－診察料全額））×60/100＋薬価全額

×30/100

注2）「洞」は日本の町丁に相当し、「特別市」や「広域市」の「区（自治区）」、または「市」の下に置かれる行政区画である。

注3）「邑」は日本の自治体としての町に、「面」は村にほぼ相当する。

注1）診察料：医者が患者を診察したことに対する料金、上級総合病院のみ適用

区分

6歳未満の児童：入院の自己負担割合は10％、外来の自己負担割合は成人自己負担割合の70％

12,000ウォンを超える場合：医療費全額×30/100

12,000ウォンを超えない場合：投薬日数等により400～2,200ウォンを負担

漢医院及び医薬分業の例外医薬分業実施

医院・歯科医院・保健医療院（漢方科除外） 医院・歯科医院・保健医療院（漢方科のみ）・漢医院

医療費全額×30/100（65歳以上：10,000ウォン以下の場合1,200ウォンを負担)

医療費全額×30/100

医院・歯科医院・漢

医院・保健医療院

単位：万ウォン

1段階 2段階 ３段階 4段階 5段階 6段階 7段階

2014 120 150 200 250 300 400 500

2015 121 151 202 253 303 405 506
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本稿では日韓における自己負担割合について比較をしてみた。上記の表 3からも分かる通り、韓国の自

己負担割合は、一般の医院にかかる際には 3割程度（入院は 2割）の負担で、現役世代について言えば日

本と大きく変わらない。一方で、大きい病院での入院や手術を要する場合においては、自己負担が 5～6

割にも及ぶ制度になっている。これは大手病院に患者が集中することを防ぐための措置である。結果的に、

韓国は日本に比べて保険料率を低く設定する代わりに、患者本人が負担する自己負担割合を高く設定して

いる。ここには公的医療保険制は維持しながら、国の財政負担は最小限に押さえたいという政策意図が含

まれているだろう。このような韓国政府の「低負担・低給付」政策は、国民の民間医療保険制度への加入

率を高める結果をもたらした。 

韓国より高齢化が進んでいる日本では自己負担割合に年齢を反映するとともに所得が少ない層の経済的

負担を軽くする政策を実施している。一方、韓国でも高齢者や児童に対して自己負担割合の減額措置を実

施しているものの、日本に比べて減額水準が低く、制度の基本的な仕組みとしては所得を基準（特に、高

額医療費の自己負担上限額）に自己負担割合を適用しているものとなっている。昨今、日本でも健康保険

の自己負担比率を含めて一定所得以上の高齢者の負担を増やそうとする動きが続いていることを考慮する

と、日本の政策プランナーにおいて韓国の制度を比較対象として検討することは意義あることであるだろ

う。 

最近、韓国における大きな変化は日本の高額療養費制度と類似の「本人負担上限制」を 2013年から実施

していることである。韓国の本人負担上限制は、日本の高額療養費制度のように年齢による区分がない変

わりに、所得基準をより細分化している。今後韓国の少子高齢化が日本以上に進むことを考えると、日本

の制度を参考して、本人負担上限制に年齢基準を反映することも議論する必要がある。 

公的医療保険の実施において国の財政健全性を優先すべきなのか、家計の経済的負担を最小化すべきな

のか、今後も議論が続くだろう。 

 


